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２ 経営資源の配分等 

（１）県組織の見直し 

【基本的な考え方】 

組織体制については、環境の変化に的確に対応し、簡素で効率的・効果的な

ものとしていくことが求められており、平成１８年度には、以下のような改正

を行いました。 

 

① 本庁部局編制の見直し 

・総合企画局、総務局及び地域振興部を政策部及び総務部に再編 

・政策部内に東紀州対策局を、農水商工部内に観光局をそれぞれ設置 

     <平成１７年度>     <平成１８年度> 

       ３局６部   ⇒  ８部（２部内局） 

② 地域機関（県民局制度）の見直し 

・県民局制度を廃止し、地域において必要とされる県民サービスを迅速か

つ的確に提供する権限を有する第一線の機関と位置づけた事務所を設置 

     <平成１７年度>     <平成１８年度> 

     ７県民局５２部  ⇒    ４６事務所 

   

平成１８年度に大幅な組織改正を行ったことから、当面は、現行の組織の

枠組みを基本としつつ、地方分権や市町との役割分担などの変化に的確に対

応し、第二次戦略計画の推進に向けて効果的に機能するよう、また、一層簡

素で効率的・効果的なものとなるよう、弾力的に見直しをしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）人材育成の推進 

【基本的な考え方】 
県政運営をめぐる大きな環境変化を踏まえて、平成１７年度に新たな「人

材育成ビジョン」を策定しました。この新たな人材育成ビジョンのもとで、

職員に組織の使命を伝え目標を共有するとともに、職員一人ひとりの意欲と

能力を最大限に発揮させることによって組織としての力を向上させていくと

いう観点から人材育成を推進します。 

 

【平成１７年度から２１年度までの５年間の取組目標】 
● 次の視点を基本として弾力的に見直しを行います。 

ア 「第二次戦略計画」の的確な推進に向けた組織体制の整備 
イ 地方分権の進展等に伴う県の役割変化を踏まえた組織体制の整備 
ウ わかりやすく、簡素で効率的・効果的な組織体制の整備 
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① 研修の整備充実 
職員、所属長、部長等の三者を人材育成の基本的な構成として、人材育成

の推進のためにそれぞれが担う使命や役割を明確にし、一体となって、職場

での人材育成活動（ＯＪＴ）を重視した人材育成を進めていきます。また、

新たな人材育成ビジョンに基づく研修体系を整備、充実していきます。 
 
② 職員の配置等への反映 

    職員のキャリアデザインに十分配慮しながら、職員の能力（強み弱み）や

特性を的確に把握し、それらを職員の配置等に反映させ、職員の意欲や納得

度をより一層高めます。また、男女共同参画の視点から女性職員を積極的に

登用します。 
 

③ 人材育成を支援する仕組み 
人材育成を支援する仕組みとして、能力や実績に基づく人事システムの整

備をさらに進めるとともに、次世代育成支援、推進のための勤務環境の制度

など必要な職員サポートの充実に取り組みます。 
 

【平成１７年度から２１年度までの５年間の取組目標】 

● 人材育成ビジョンに基づく研修等の充実 

   平成１７年度に策定した新たな「人材育成ビジョン」に基づく研修

体系による職員研修の整備、充実などにより、職員の人材育成、能力

開発への支援を行っていきます。 

● 人事システムの整備 

・ 職務遂行能力不足等の職員に対して的確に指導し、対応する仕組

みを整備、運用していきます。 

・ 能力や実績に基づく任用と処遇のため、現在管理職員に導入して

いる勤務評定制度を全職員に拡大します。 

 
 

（３）定員管理の適正化 

【基本的な考え方】 

定員管理の適正化については、これまでも計画的に取組を進めてきたとこ

ろであり、知事部局等においては、平成１０年度から平成１６年度までの定

員適正化計画で、７年間に４１１人（約８％）の削減を行いました。 

また、平成１８年３月には、平成１７年度から平成２１年度までの５年間

の削減目標を定め、取り組んできたところです。 

県財政は、「三位一体の改革」による地方交付税等の著しい減少、基金の著

しい減少、長く厳しい不況下での景気対策等に伴う県債発行による公債費の

増嵩・高止まり、退職者の増加に伴う退職手当の増加などに加え、現在国が
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進めている「歳出・歳入一体改革」などにより、非常に厳しい状況にありま

す。 

平成１８年６月に成立した「行政改革推進法」では、地方公務員総数の  

４．６％以上の純減（１７.４.１～２２.４.１）が要請され、平成１８年７

月に閣議決定された「骨太の方針 2006」では、財政運営についての厳しい方

向性が示され、地方公務員人件費について、国家公務員の定員純減（５．７％）

と同程度の純減を行うなど、大幅な削減を実現するとされたところです。 

こうした行財政を取り巻く厳しい状況を踏まえ、定員管理の適正化につい

て、一層の取組を進めていく必要があります。 

このため、事務事業自体の見直し、市町への権限移譲や役割分担の見直し、

民間活力の積極的な導入などに加え、各部、各事務所に共通する業務の集約

化などの組織運営方法の見直しや組織の見直しを進めるとともに、新たな行

政需要等についても、既存事業や事務処理方法の徹底した見直しにより対応

するなど、重点的・効率的な定員配置を進め、総職員数の削減に取り組みま

す。 

 

【平成１７年度から２１年度までの５年間の取組目標（新定員適正化計画）】

● 職員総数の削減目標 

平成１７年４月１日の職員数（２４,９９６人）を基準として、平成

２２年４月１日までに△４．６％（約１,１４０人）を目標に削減を行

うとともに、県立看護大学の地方独立行政法人への移行、公営企業のあ

り方検討などにより、約△５．７％の削減をめざします。 

 

● △４．６％（約１，１４０人）の部門別目標 

・一般行政部門（知事部局等） 

平成１７年４月１日の職員数（４,８２５人）を基準として、平成

２２年４月１日までに△１０％（約４８０人）を目標に削減します。 

・教育委員会 

事務局職員について、平成１７年４月１日の職員数（３９０人）を基

準として、平成２２年４月１日までに△１０％（約４０人）を目標に削

減します。 

公立学校教職員については、今後の児童生徒数の減少等を踏まえ、平

成１７年４月１日の教職員数（１５,０７０人）を基準として、平成

２２年４月１日までに△４．４％（約６６０人）を目標に削減します。

これらにより、教育委員会全体としては、平成１７年４月１日の教職

員数（１５,４６０人）を基準として、平成２２年４月１日までに△

４．５％（約７００人）を目標に削減します。 

・警察部門 

警察官については、従前から法令に基づいた定員管理を行っています

が、平成１７年４月１日から現時点までの法令改正を踏まえると、９６

人（３．４％）の増が見込まれます。 
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一般事務に従事する職員については、効率的な警察執行体制の構築を

進め、平成１７年４月１日の一般事務に従事する職員数（２４８人）を

基準として、平成２２年４月１日までに、△８％（約２０人）を目標に

削減します。 

・公営企業等 

平成１７年４月１日の職員数（１,４０７人）を基準として、平成

２２年４月１日までに△３％（約４０人）を目標に削減します。 

なお、公営企業については、今後、中期経営計画を策定することとし

ており、この削減目標は現時点での暫定的なものです。 

 

 

（４）給与等の適正化 

【基本的な考え方】 

① 給与制度 

給与制度については、平成１１年度の特殊勤務手当の見直しをはじめとし

て、これまでに退職手当の支給率引き下げ、退職時特別昇給の廃止、高齢層

職員の昇給停止制度の導入など、県民の納得と支持が得られる制度・運用と

するための取組を行ってきました。 

平成１７、１８年度の２年間は、知事をはじめとする特別職等の給料と管

理職員の管理職手当の減額を実施したところですが、平成１９年度もこれを

継続することとし、総人件費の抑制にも努めているところです。 

また、近年の民間給与の状況等を反映して、平成１４年度から平成１７年

度まで、職員の給与については、累計で約３．４５％の引き下げを実施して

います。知事等三役についても、平成１８年４月に給料の引き下げを行うと

ともに、平成１９年４月には三役の給料と知事の退職手当を引き下げたとこ

ろです。 

    引き続き、総人件費の抑制と、より適正な給与制度・運用のために、年功

的な給与処遇から職務・職責に応じた給与構造への転換や勤務実績の給与へ

の反映等を図るとともに、諸手当の支給のあり方について点検し、必要なも

のについて見直しを図ります。 
 
② 福利厚生 

福利厚生事業については、平成１１年度に、互助会への補助金の算出方法

を、職員の互助会費掛金をベースとした算出方法から、補助対象事業を明確

に定め、その事業毎に必要経費を算定する事業費ベースの算出方法に変更す

るなど、県民の理解が得られる事業とするための取組を行ってきました。 
平成１８年度には、職員の福利厚生事業を実施する県・共済組合・互助会

の役割を明確にし、それぞれが取り組む事業について、雇用主としての責任

とともに、有効性及び効率性の観点から、見直しを図りました。 
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今後についても、事業の質の改善を図ることによって職員満足の向上をめ

ざすとともに、より県民の皆さんの理解が得られるものとなるよう、引き続

き、点検・見直しを進めます。 

【平成１７年度から２１年度までの５年間の取組目標】 

● 勤務実績に基づく新たな昇給制度及び勤勉手当に勤務実績をより反

映し得る仕組みについて、早期の構築・導入を図ります。管理職員に

ついては、平成１８年度から新たな勤務評定制度を導入し、評定結果

を給与に反映するとともに、その他の職員についても早期に新たな勤

務評定制度を導入し、評定結果を給与に反映できるよう取組を進めま

す。 
● 年功的な給与処遇を改善するために、職務・職責に応じた給料表の

級ごとに昇給できる最高額を定めるとともに、５５歳を超える職員の

昇給幅が標準の１⁄ ２程度となるよう抑制措置を実施します。 

● 平成１９年度から、職務・職責に応じた手当とするため、管理職手

当を定率制から定額制へ改めるほか、農林漁業普及指導手当や特殊勤

務手当について必要な見直しを行うとともに、引き続き、諸手当の点

検を行います。 

● 人件費の状況等について、よりわかりやすいかたちで県民の皆さん

にお知らせできるよう、公表の仕方を工夫するなどの取組を進めます。

● 福利厚生については、引き続き、実施状況を公表するとともに、制

度の分析・点検を実施し、必要な見直しを行うことによって、質の高

いサービスが提供できるよう取り組みます。     

 

 

（５）公正の確保と透明性の向上 ― 情報公開、会計、入札契約、監査等 ― 

【基本的な考え方】 
これからの行政の役割は、多様な主体で公を担う社会にふさわしいものに

変わることが必要であり、行政と他の多様な主体との役割分担のもとで、連

携協働による公共サービスの提供が求められています。 

このため、県は、県が行う事務事業に関する情報の透明性を確保するとと

もに、県民の皆さんの意思を県政に反映させるために、県のもっている情報

をわかりやすく提供し、多様な手段で県民の皆さんの意見を聴くことが重要

です。さらに、公平・公正の基本をしっかりと踏まえ、県民の皆さんから信

頼される県政であることが必要です。 

このような点から、引き続き情報公開や適正な会計事務処理の一層の推進、

入札契約制度の改革、監査委員監査の充実、外部監査制度の有効活用等に取

り組みます。 
 
① 情報公開の一層の推進 

ア 情報公開制度の的確な運用 
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     開かれた県政を進め、県民の県政に対する理解と信頼を高めるため、

職員研修の実施等により職員等の意識改革、資質向上を図り、情報公開

制度の的確な運用(行政情報の開示・非開示の適正な判断等）に努めます。 

イ 県出資法人等の情報公開に対する支援 

       県出資 25％以上の法人について、的確に情報公開制度が運用されるよ

う支援していきます。また、指定管理者においても、公の施設の管理に係

る情報について的確に情報公開制度が実施されるよう支援していきます。 
 
② 会計事務の適正化 

    ア 会計事務支援体制の充実 
会計職員のスキル向上をめざしたＯＪＴの強化や、会計検査や会計相

談の充実を図るため、事前検査を実施し、不適正な会計処理の未然防止

を図ります。 
契約事務の適正化及び物品調達事務の合理化を図るため、入札事務と

物品調達事務を集中化します。 
   イ 新会計規則運用方針とマニュアルの作成等 

        適正な会計事務処理をめざして、平成１９年４月１日施行の新しい三

重県会計規則に則り、初心者にも理解でき、経験者には会計実務の応用

力が高まるよう、基礎的知識と実務をわかりやすく逐条解説的にとりま

とめた運用方針を作成しました。また、初心者でも適正な会計処理がで

きるよう、会計事務マニュアルの全面改訂を行いました。 
     これらの新しい運用方針とマニュアルについて、その周知徹底に努め

るとともに、今後とも規則等の改正にあわせた改訂を行っていきます。 
ウ 会計事務研修の実施 

会計担当職員等の能力向上のため、現在の研修体系の細分化やｅ－ラ

ーニング研修の再編を行うとともに、会計事務履修状況の登録制度（キャ

リア登録制度）の活用による人材育成を図ります。 
 
③ 入札契約制度の改革 

県民の皆さんから信頼される公共調達を行うため、平成１９年１月に、

三重県公共調達改革推進本部を設置し、これまで取り組んできた入札契約

制度改革の検証をもとに、より公正性、透明性、競争性が確保される入札

契約制度の確立とともにコンプライアンスの徹底に取り組みます。 

    （平成１９年度の取組） 

  ア 建設工事 

・原則、全ての建設工事に条件付一般競争入札を適用 

・施工体制や社会貢献度を反映した評価項目の追加による総合評価方式 

の拡充 

・談合行為に係る賠償金の額を契約金額の１０％から２０％に引き上げ 
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（特に悪質な場合は１５％から３０％に引き上げ） 

イ 物件関係 

・ＷＴＯ政府調達協定に該当する大規模な施設管理業務等については、

総合評価一般競争入札制度を導入 

・一般競争入札で行う一定額以下の案件について、公平性、公正性及び

透明性の確保を前提に地域調達型一般競争入札制度を導入 

・電子見積システムを発展拡大し、物件等地域調達型電子入札システム

を運用 

・入札参加資格者名簿を廃止し、入札の都度審査する方式に変更 
・入札前の資格審査を最小限（法的要件）に留め、事後審査方式を導入 

 
④ 監査委員監査の充実 

    監査委員の行う監査については、財務の正確性、合規性に基礎を置きつ

つ、公平性、透明性、競争性の確保、３Ｅ（経済性、効率性、有効性）な

どを重視する監査へと質的な向上を図るとともに、行政監査として、「県民

しあわせプラン」の施策を対象に、施策、基本事業、事業の評価を行いま

す。監査結果には県行政の改善に向けての提言・意見も盛り込み、監査結

果の県行政への反映を図ります。 

執行部局は監査結果を受けて必要な措置を講じ、監査委員は講じられた

措置のフォローアップを行います。 

監査結果と執行部局が講じた措置の状況（改善状況）は、公報、ホーム

ページなどで県民の皆さんに公表し、県行政に対する信頼を高めます。 

 
⑤ 外部監査制度の有効活用 

    監査機能の専門性・独立性の強化と県政に対する住民の信頼を高めるた

め、引き続き外部監査を実施します。 
また、実施にあたっては、①改善につながる監査報告となるよう、外部

監査を的確に受検すること、②その全ての指摘内容に対して措置を講じる

こと、③監査委員監査による改善フォローとも連携しながら対応を進めて

いくことにより適正な行政運営の確保を図るとともに、「監査結果」及び   
「監査結果を受けて講じた措置」について、全てを公表（議会への報告、

公報登載、ホームページ掲載）することにより、住民からの信頼性の確保

を図ります。 
 
⑥ 一定の公職にある者等からの要望等に関する取扱要領の適正な運用 

    一定の公職にある者等から職員に対して行われた要望等を記録、報告し

て情報共有することにより、組織的な対応を徹底します。また、その内容

を文書として保存し、公文書として三重県情報公開条例に基づく開示請求

の対象とすることで、県政運営の公平性、透明性を高め、県民の皆さんの



 

18 

県政に対する信頼の確保を図ります。 
⑦ 三重県職員等公益通報取扱要綱の適正な運用 

三重県職員の職務遂行にあたっての法令違反等に関する通報を職員等か

ら受け付ける体制を整備し、通報者の保護を図りながら適切な措置を講ず

ることで、不正を未然防止するとともに、県政運営の透明性を高め、県民

の皆さんの県政に対する信頼の確保を図ります。 

また、県の外部に独立した通報窓口（外部窓口）を設置し、通報しやす

い環境を整えることで、制度をより円滑に運用し、県政に対する一層の信

頼性を確保します。 
 

【平成１７年度から２１年度までの５年間の取組目標】 

① 情報公開の一層の推進 

 ●  公文書の開示決定における開示・非開示判断の適正度（公文書開示

請求の開示決定等に対する開示請求者等(県民等)からの不服申立につ

いて、三重県情報公開審査会が行政機関の決定が適正であると判断し

た割合）の向上 

   平成１７年度実績 ４５％ → 平成２１年度 ５５％以上 

 

 ● 公の施設の管理に係る情報公開 

   全ての指定管理者において情報公開制度が実施されるよう支援し

ていきます。 

 

② 会計事務の適正化 

● 出納局検査及び会計相談の業務推進有益度（被検査所属アンケート

による５段階評価結果・最高点は５．０） 

    平成１８年度 ３.９１ → 平成２１年度 ４.３６ 

 

③ 入札契約制度の改革 

 ● 平成１９年度の取組に対する検証結果等を踏まえ、引き続き、より

公正性、透明性、競争性が確保される入札契約制度の取組を進めます。

 

④ 監査委員監査の充実 

 ● 監査結果に対する改善率（既に改善を終えたもの、または改善に取

り組み引き続き改善しているもの） 

平成１６年度（１６年度定期監査に対する改善率）７２.７％  

 → 平成２１年度 ８５.０％ 

 

⑤ 外部監査制度の有効活用 

● 指摘内容に対する改善率（既に改善を終えたもの、または改善に取

り組み引き続き改善しているもの）が１００％となるよう、取組を

進めます。(平成１６年度（１５年度監査に対する改善率）９１.３％）

 



 

19 

⑥ 一定の公職にある者等からの要望等に関する取扱要領の適正な運用  

● 県政運営の公平性、透明性を高めるため、要領の周知・啓発に努め

るとともに、統一的な運用を徹底していきます。 

 

⑦ 三重県職員等公益通報取扱要綱の適正な運用 

● 県政運営の透明性を高めるため、要綱の周知・啓発に努めるととも

に、適切に運用していきます。 

 

 

（６）電子自治体の推進 

【基本的な考え方】 
本県では、ＩＴの利活用を「県民しあわせプラン」の推進手段としてとら

え、県民サービスの向上や総合的な観点での情報化の推進をめざす「三重県

ＩＴ利活用の基本方針」を平成１７年６月に取りまとめました。 
   この基本方針を踏まえ、財政状況の厳しい中ではあるものの、これまで以

上に住民サービスの向上を図るため、当面は次の３点について重点的に取り

組むこととします。 
 
① 総合的な観点での情報化の推進 

ＩＴ投資の効率化・適正化を図るとともに、全庁の情報システムのあり

方を見直すなど、総合的な観点での情報化を推進していきます。 
 
② 市町の情報システム等の共同化 

    情報システム等を市町が共同で構築・運用することにより、市町の効率

的な情報化を促進し、あわせて、地域間格差の是正を図るため支援を行っ

ていきます。 
    具体的には、 
   ・ 県と市町が共同利用できるデジタル地図の整備・更新 
   ・ 電子申請システムの共同導入 
   ・ 電子入札システムの共同導入 
   等を進めるための必要な検討を行っていきます。 
 

③ 情報セキュリティ対策について 
    個人情報保護の法令整備が進む一方、コンピュータウィルスやサイバー

攻撃など、情報に対するリスクが高まっており、適正な行政運営、安全安

心な情報管理を確保するため、情報セキュリティ対策への緊急な取組が求

められています。 
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【平成１７年度から２１年度までの５年間の取組目標】 

● 総合的な観点での情報化の推進について 

全庁的に統一された調達指針を策定するとともに、各部局のＩＴ調達

を管理する体制（情報システム審査委員会等）を平成 18 年度から構築・

運用することにより、組織全体としてＩＴ投資の効率化・適正化を推進

します。 

また、全庁の情報システムを対象に、類似システムの統合化、ハード

基盤の共通化、基幹システムのあり方などを検討し、全庁の情報システ

ムの適正化を計画的に推進します。 

● 市町の情報システム等の共同化について 
共有デジタル地図を市町と共同で整備し、運用を行うとともに、住民

サービスの向上を図りつつ、低廉で効率的な自治体運営を行うため、情

報システム等の共同化を検討し、構築・運用することをめざします。 
● 情報セキュリティ対策について 

三重県電子情報安全対策基準を見直し、各情報システムの情報セキュ

リティ実施手順の整備を行うとともに、情報セキュリティ監査体制など

も含めた情報セキュリティマネジメントを推進します。 

 
 
（７）財政運営の不断の見直し 

① 歳入の確保 

 ア 県税の未収金対策 

   個人県民税を含む市町村税の滞納額を縮小させるため県内全市町村を

構成員とする「三重地方税管理回収機構」を平成１６年４月に設立した

り、「インターネット公売」を導入するなど未収金対策に取り組んできた

ところですが、今後も積極的に滞納整理等を進めます。また、税源移譲

等により個人県民税のウエイトが高まってくることも踏まえ、県内市町

や三重地方税管理回収機構との協働・連携をさらに強化するとともに、

併任職員を活用し、県税の徴収率の向上を図ります。 

 

イ 課税自主権 

本県においては、全国に先駆けて産業廃棄物税を制定したり、法人県

民税にかかる超過課税を実施するなど課税自主権の活用を図っていると

ころです。 

今後も、課税自主権を有効に活用しながら、「県民しあわせプラン」の

着実な実現をめざし、各種施策の充実に努めていきたいと考えています。 

なお、他県では、既に森林環境税の導入が進んでおり、本県においても

議論が行われています。新たな税の導入は、県民の皆さんに新たな負担を

求めることですので、今後、県議会の議論も踏まえながら適切に対応して

いきます。 
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ウ 多様な財源の掘り起こし 

県の広報媒体や県有施設への有料広告の導入については、平成１８年

７月から県のホームページへのバナー広告の掲載を、また、平成１９年

度からは自動車税納税通知書用封筒への広告掲載に取り組んでいるほか、

県が使用する封筒への広告掲載についても導入に向けた取組を進めてい

ます。 

このほか、公共施設への広告看板の設置やネーミングライツ（スポン

サーの企業名などを施設の名称にする権利。命名権。）等の実施について

検討を進めるなど、様々な工夫を通じて歳入の確保を図ります。 

 

  エ 受益者負担の適正化 

使用料・手数料については、県民負担の公平性の観点及び受益者負担

の原則に基づき、適正な見直しを行います。原則として、前回の改定時

から３年以上経過しているものについては、改定を検討し、著しく受益

とコストのバランスを欠いているものについては、改定を行います。 

 

② 歳出の見直し 

   平成１６年度から平成１８年度の財政健全のための集中取組期間にお

いては、人件費、社会資本整備など事務事業全般の見直しに努めてきたと

ころですが、今後はさらに、あらゆる事務事業について聖域を設けること

なく見直しを行うなど財政の健全化に引き続き強力に取り組みながら「選

択と集中」を一層進め、簡素で効率的な「身の丈」にあった財政運営を行

います。 
   

③ 地方債発行額の抑制 

    県債には、世代間の負担を平準化する機能があり、財政運営には欠かせ

ないものでありますが、後年度の負担という観点からは、安易な発行は控

える必要があります。 

    現在の財政悪化の要因の一つである公債費を今後とも増加させないた

め、中期的な財政状況を見通しながら、事務事業の見直しを継続的に進め、

効率化・重点化を図ることにより、新たな県債の発行の抑制に努めるとと

もに、地方債に対する地方交付税の後年度措置に十分留意しながら、有利

で真に必要な地方債の発行に努めます。 

④ 県有財産の有効利活用 

財産の有効活用や未利用財産の売却を促進していくため、平成１７年度

に、計画期間を平成１８年度から平成２０年度までの３年間、その目標額

を約１０億円とする県有財産利活用計画を策定したところであり、その成

果を検証し、県有財産の効率的・計画的な利活用を進めます。 

また、未利用普通財産については、これまで売却可能なものの処分に努
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めてきたところですが、道路に面していない土地、境界が確定できていな

い土地など課題もあります。今後は、これらの課題に対応していくととも

に、早期に売却することが困難な物件については、公的な団体等への貸付

などにより有効活用を図ります。 

 

⑤ 財政調整基金の確保 

    景気変動による税収の急激な悪化や、自然災害など不測の行政需要に直

面しても直ちに緊急事態に陥らずある程度の対応が行えるよう、財政運営

のリスクマネジメントの観点から、財政調整基金を一定の規模でリスク対

応基金として位置づけ、所要の資金の確保に努めます。 

また、現在、一般会計に３０本の基金がありますが、使途が類似してい

る基金の統合や社会経済情勢の変化により必要性が薄れている基金の廃

止を検討することにより、基金の効率的・効果的活用を図ります。 

 

⑥ 特別会計 

    現在、一般会計の他に、特定の事業を行う場合と、その他の特定の歳入

を特定の歳出に充てる場合などで設置している特別会計が１１あります。

国においても、特別会計の見直し議論が行われていますが、県の特別会計

は、規模や制度において大きく異なっています。 

しかし、それぞれの特別会計においても一般会計に準じてコストの縮減

を図る必要があり、未収金対策や事業等のあり方等について課題もあるこ

とから、予算編成過程における予算議論や成果の確認と検証を行いながら、

見直しを行っていきます。 

 

⑦ 財政状況の公表 

財政状況の公表については、現在、三重県財政の状況、決算の公表、普

通会計バランスシート、地方公社や第三セクターを含めた連結バランスシ

ート（試行）の作成、公表を行っています。 

公会計の整備については、今後、国の作成基準に準拠し、貸借対照表、

行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の４表の整備を進

め、財務情報の充実に努めます。 

  

【平成１７年度から２１年度までの５年間の取組目標】 

● 今後も財政収支見通しなどの財政情報を県民の皆さんに提供すると

ともに、財政の健全化と県勢発展のための予算編成を行っていきます。
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（８）公共工事のコスト縮減と品質確保の促進等 

【基本的な考え方】 

「公共事業コスト縮減に関する第３次行動計画」によりコスト縮減を図り

ます。また、「公共事業の品質確保の促進に関する法律」の施行を受けて優

れた品質を確保するため、入札及び契約の適正化と技術管理業務の必要な見

直しを行います。 

 

① 「公共事業コスト縮減に関する第３次行動計画」の推進 

      今まで行ってきた直接的な工事コストの縮減は限界になってきていま

す。このため、間接的な工事コストの縮減、計画性及びランニングコスト

も視野に入れた「公共事業コスト縮減に関する第３次行動計画」を推進す

べく啓発を図るとともに、コスト縮減が進めやすくなるように取組方法の

検討をしていきます。 

       

② 公共事業の品質確保の促進 

      平成１７年４月１日から施行された「公共事業の品質確保の促進に関す

る法律」を受けて、同年８月２６日に基本的な方針が閣議決定されました。

この法律では、「価格競争」から「価格と品質で総合的に優れた調達」へ

の転換や発注者をサポートする仕組みの明確化を位置づけています。本県

においても、具体的に出された基本方針に沿った入札方式や工事成績の評

価方法等の見直しを検討しています。引き続き、この改革を早期に推し進

め、公共事業の品質の確保に努めていきます。 

 

【平成１７年度から２１年度までの５年間の取組目標】 

● 公共事業コスト縮減の取組         

「公共事業コスト縮減に関する第３次行動計画」に定めているコス

ト縮減率１５％（対１４年度比）を目標とします。 

● 公共事業の品質確保の促進の取組         

① 入札及び契約の適正化 

ア 適正な競争性の確保 

原則として、全ての建設工事に条件付一般競争入札を適用し、

適切な競争性の確保を推進します。 

イ 価格のみの競争から価格と品質で総合的に優れたものの調達 

工事の規模・難易度や競争参加者の技術力等種々の条件に即し

た総合評価落札方式や各種バリュー・エンジニアリング（ＶＥ）

制度の検討とその導入を推進します。 

     ② 技術管理業務の見直し 

ア 工事成績評価方法 

・ 採点のしやすい工事成績評定の作成 

・ 説明(工事監督記録の利用など)しやすい工事成績評定の作成 
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       ・ バラツキが少なくなる工事成績評定の作成 

イ 職員の技術力向上 

       ・ 技術力向上のための研修制度の充実 

 ・ 技術者の技術レベルに応じた研修プランの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




